
 

平成27年５月８日 

各 位 

会 社 名 北 越 メ タ ル 株 式 会 社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  住田  規 

（コード番号 5446 東証第２部） 

問合せ先 取締役執行役員総務部長 成田 智志 

（ＴＥＬ．0258-24-5111） 

 

内部統制システムの構築に関する基本方針の一部改定のお知らせ 

 

 

当社は、平成27年５月８日開催の取締役会において、内部統制システムの構築に関する基本方

針の一部改定を決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．当社及び子会社（以下「当社グループ」という）の取締役等及び使用人（以下「役職員」という）

の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

(1) コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、委員長に当社代表取締役社長、委

員に当社の常勤取締役及び執行役員並びに子会社社長を選任し、法令・企業倫理の方

針・施策について検討し、実施するとともに、企業倫理相談窓口を設け、当社グルー

プ一体で法令・企業倫理遵守に関する通報・相談に対応する。 

(2) 代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、財務報告の信頼性確保を含む内部統制

システムの有効性を継続的に評価し、必要な是正を行う。 

(3) 反社会的勢力排除に向け、グループ行動規範等に反社会的勢力とは一切関係を持た

ないことを定め、必要に応じて警察、顧問弁護士等の専門機関と連携し、体制の強化

を図る。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び社内規程に基づき、適切に保存・

管理を行い、取締役及び監査役は常時閲覧することができる状態を維持する。 

 

３．当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

(1) 経営及び役職員の生命等に重大な影響を与えるリスクについては、コンプライアン

ス・リスク管理委員会が対応し、不測の事態が発生した場合は、危機対策本部が迅速

な対応を行い、リスクを最小限に止め、早期正常化を図る。 

(2) 子会社は、リスクマネジメントに関する事案が発生し又はその恐れのある場合には、

関係会社規程に基づき直ちに当社に報告を行い、適切な対応を図る。 

 



 

４．当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

(1) 取締役会を法令で定められた事項のほか、経営の基本方針をはじめとする会社の重

要事項を決定する機関として位置付ける。 

(2) 常勤取締役及び執行役員によって構成される経営会議を開催し、業務執行の方針及

び計画並びに実施に関し、審議決定するとともに、取締役会決議事項について事前審

議を行う。 

(3) 執行役員制度を採用することにより、意思決定の迅速化、並びに業務執行責任の明

確化を図る。 

(4) 当社の常勤取締役及び執行役員並びに子会社社長によって構成される関係会社会議

を開催し、子会社の経営状況等について報告を受ける。 

 

５．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 

当社グループの役職員にグループ行動規範を周知させるとともに、当社グループにお

ける業務の適正を確保するため、子会社の経営上の重要事項について、関係会社規程に

基づき事前報告を受け、グループ経営の観点から助言及び社内手続きを実施する。 

 

６．監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項 

(1) 監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、必要に応じて監査役の業務補助のた

め使用人を置くこととし、取締役からの独立を確保するため、当該使用人については

他の部門を兼務しないものとし、その指揮命令は監査役が行う。 

(2) 当該使用人の人事及び評価等については、監査役の同意を得る。 

 

７．当社グループの役職員又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制並びに

報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体

制 

(1) 当社の役職員は、監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたとき

は、速やかに適切な報告を行う。 

(2) 当社グループの役職員又はこれらの者から報告を受けた者は、法令違反等の不正行

為、その他当社グループに著しい影響を及ぼす恐れのある事項等については、これを

発見次第、監査役に報告する。 

(3) 監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うこと

を禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知するとともに、報告者の保護を行う。 

 

８．監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項 

監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、

担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に

必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。 

 



 

９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

(1) 監査役が重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議に

出席するとともに、業務執行に係る文書を閲覧し、いつでも必要に応じて取締役及び

使用人に報告を求めることができる体制を確保する。 

(2) 監査役と代表取締役社長及び会計監査人との定期的な意見交換会を年２回以上開催

する。 

(3) 監査役に対して、必要に応じ外部の専門家から監査業務に関する助言を受ける機会

を確保する。 

 

以 上 


